
浜松市では、脱プラスチックを推進していく
ため、プラスチックごみの削減に取り組む事業
者を募集し、官民連携による普及啓発を進める
新制度を創設しました。

ご賛同いただける事業者様には、「はままつ
脱プラスチック推進事業者」として、市HP等
でPRし、啓発物品を配布する予定です。是非、
実践できることから一緒に始めましょう 

登録申込書は裏面へ  

市民協働で築く「未来へかがやく創造都市・浜松」

申請先 浜松市環境部ごみ減量推進課 指導許可Ｇ
〒432-8023 浜松市中区鴨江三丁目1-10
TEL 053-453-6229 / FAX 050-3737-2282
Email gomigen@city.hamamatsu.shizuoka.jp

申込みは裏面をご覧ください

登録の対象

浜松市内の企業、団体等

登録要件

申請方法

次のいずれかの取組を行う事業者であること

裏面の申請書を記入し、申請先に郵送、FAX、メールにて送付してください。
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ワンウェイプラスチック使用削減（レジ袋削減、環境に配慮した容器の導入）

持続可能なリサイクルの推進（食品トレー・PET回収、再生プラ製品の製造・販売）

プラスチック代替品の適正な利用促進（プラ代替品の製造、バイオプラ配合のレジ袋の使用）

プラスチックごみ削減につながる啓発（プラごみ削減に関する啓発）
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申請日：     年   月   日 

 

「はままつ脱プラスチック推進事業者」登録申込書 

 
「はままつ脱プラスチック推進事業者」実施要綱に基づき、登録の申し込みを行います。 

１ 基本情報（店舗が複数ある場合は、以下の項目について別途一覧表を添付してください。） 

◎ 店 舗 名  

◎ 所 在 地 〒 

◎電話番号  

◎ホームページアドレス  

◎ 業 種  

連
絡
先 

店 舗 名  

担 当 者 名  

電話／ＦＡＸ 電話：             ／FAX： 

メールアドレス  

市ホームページ等への掲載可否 □可      □否 

※市ホームページ等への掲載について可とした事業者様につきましては、上記基本情報のうち◎印の内

容について掲載します。 

※浜松市から交付する啓発物品等は、各店舗に掲示してください。 

 
２ 取組内容（取組可能なすべての内容に をつけてください。） 

取組内容 取組例 

□ワンウェイプラスチックの使用削減 

□ レジ袋の削減 

□ 環境に配慮した容器の導入   

□ マイボトル・マイカップ持込での商品提供  

□ プラスチックハンガーの再利用             

□効果的・効率的な持続可能なリサイク

ルの推進 

□ 食品トレー・ペットボトル等の回収 

□ プラスチックごみの分別・適正処理           

□ 再生プラスチックを使用した製品の製造・販売           

□バイオマスプラスチック等の代替品の

適切な利用促進 

□ プラスチック代替品の製造 

□ バイオプラスチック配合レジ袋の使用                  

□その他の取組 □ プラスチックごみ削減に関する啓発           

□上記以外のプラスチックごみ削減につ

ながる取組 

(具体的内容) 

 

※上記の取組を実施していることが分かる写真等がある場合は、別途添付してください。 

３ 暴力団員等でないことの誓約（確認した場合、 をつけてください。） 

□ 私（当社）は暴力団員等には該当しない事業者（要綱第 2条第 1項 2号から 4号に掲げる事業者）であることを誓約いたします


